
　 総務課 管財係　☎62-9325　Eメール:soumu@town.fujimi.lg.jp　 総務課 管財係　☎62-9325　Eメール:soumu@town.fujimi.lg.jp

◆住宅の概要（募集戸数：3戸）
住　　宅　　名 構　  造　  等 規　格 家　　賃 所　  在　  地　  等

信濃境町営住宅8号 2KY木造平屋建
昭和61年度建築

富士見町境7120-2
信濃境駅より南へ約600m

27,000円
（一律）

立沢町営住宅3号 2KY木造平屋建
昭和61年度建築

富士見町立沢5225-1
本郷小学校より北へ約1.0㎞

33,100円
（一律）

乙事町営住宅1号 2KY木造平屋建
昭和60年度建築

富士見町乙事529-2
本郷小学校より南へ約1.4㎞

30,100円
（一律）

D…ダイニング　　Ｋ…台所　　Ｙ…浴室（浴室給湯・浴槽付）

【募集期間】 ３月１日（火）～３月15日（火）
【申込方法】 総務課管財係に備え付け、または町ホームページ内の申し込み用紙に記入し、必要書類を添えて
 提出してください。
【選考方法】 公開抽選 【抽選日時】 ３月16日（水） 午前10時～　
【会　　場】 役場３階 図書室 【入 居 日】 原則として入居決定後10日以内
【入居資格】 次の①～⑥の資格を全て満たす方
 ① 地方税を滞納していない方
 ② 現に同居し、または同居しようとする親族があること
 　（町条例第5条第2項に該当する場合、単身入居可）
 ③ 公営住宅法による月収が規定の額以下の方
 　　・一般世帯 － 158,000円以下　　・高齢者身体障害者世帯等 － 214,000円以下
 ④ 現に住宅に困窮していることが明らかな方（自己の持ち家がある方は不可）
 ⑤ 町内に住所または勤務先を有する方
 ⑥ 入居者および同居者が暴力団員ではないこと

剪定木の受入れ、木材チップ配布の受付けを開始します剪定木の受入れ、木材チップ配布の受付けを開始します
　 建設課 生活環境係  ☎62-9114　 建設課 生活環境係  ☎62-9114

町営住宅入居者募集町営住宅入居者募集

　町では燃えるごみの減量と資源化を目的として、庭木等を剪定した枝等を受入れ、チップ化したものを配布し
ます。いずれも事前に生活環境係に申込みをしてください。

【申込受付期間】 3月～11月
【受入・配布期間と日時】 4月～11月の第2日曜日　午後1時～3時（要予約）
【受入・配布場所】 乙事地区農業集落排水終末処理場横（タキヤクリーンセンター横）

剪定木の受入れについて

【受入れの条件】
●町内の一般家庭から出る剪定木（枝木等）で、町が指定する場所へ直接持
　ち込みできること。
●直径15cm以下の枝木で、長さが概ね２m以下であること。
●竹、木の根、土や泥でひどく汚れたものや建築廃材などは持ち込めません。
※受入れの日時、場所については申し込み時に案内します。
※出来るだけビニール紐ではなく、麻紐やエコロープなどで束ねるようにし
　てください

木材チップの配布について

　木材チップは無料です。町の指定する場所へ直接取りに来ていただき、袋詰めや積み込みは各自で行ってい
ただきます。（角スコップ等をお持ちください。）また、配布は先着順とします。（初回申込優先・再申込可）
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